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第 2 市会における取組等について  

 

1 市会改革の取組 

京都市会では，平成 23 年 5 月 30 日に，地方自治法の規定に基づく協議又は調整を行う

ための場として，市会改革推進委員会を設置した。市会改革推進委員会では，議会運営の

ルール作りや開かれた市会の推進に関わる様々な事項について検討を行い，検討結果は随

時取りまとめたうえ，議長に報告された。 

平成 24 年 8 月 17 日には，京都市会の役割，議員の使命，市民と議会との関係などにつ

いて定めた「京都市会の基本理念」を，検討グループでの議論を経て，全会派の合意によ

り取りまとめた。 

そのほか，議長から市会運営委員会に諮問され，市会改革推進委員会での検討結果を踏

まえて実施に至った取組は，次のとおりである。 

 ○ 議員間討議に積極的に取り組んでいくこととした。（平成 24 年 2 月 7 日市会運営委員

会理事会決定） 

 ○ 議員の質問に対し論点，争点を明確にするため，積極的に質問趣旨の確認をしても差

し支えないことを執行機関側に周知した。（平成 24年 2月 7 日市会運営委員会理事会決

定） 

 ○ 紹介議員による請願書の趣旨説明について，京都市会会議規則第 98 条及び標準市議

会会議規則第 135 条第 2項の趣旨を踏まえて積極的に活用していくこととした。（平成

24 年 2 月 29 日市会運営委員会決定） 

 ○ 委員会審査の参考とするための公聴会，参考人招致については，どちらも現行の制度

の趣旨をしっかりと認識したうえで，積極活用に向けて取り組んでいくこととした。ま

た，参考人制度については，議長への事前通告を省略することによって手続の簡素化を

図ることとした。（平成 24 年 2月 29 日市会運営委員会決定） 

 ○ 議案の審査等に関し，学識経験者等の専門的知見の積極活用を図っていくこととした。

（平成 24年 2月 29 日市会運営委員会決定） 

 ○ 委員会から執行機関への政策提案については，常任委員会において研究すべきテーマ

の有無を議論し，検討が必要なテーマがあれば積極的に取り組んでいくこととした。  

 超党派による政策研究会の設置は，事案が発生した段階で，各会派から代表を出して

設置していくこととした。 

 どちらも現状の中で前向きに取り組むことを優先し，今後必要があればルール化につ

いても検討することとした。（平成 24年 3月 26 日市会運営委員会決定） 

 ○ 正副委員長主導による委員会運営については，委員会前に打合せを行い，委員会資料

や委員会で議論される内容の確認を行うなど，正副委員長が今まで以上にコミュニケー

ションを図り，正副委員長がいない会派にも正副委員長で確認したことを伝えて，公平，

公正かつ円滑な委員会運営及び委員会活動を行っていける環境づくりに努めていくこ



 

平成 24 年回顧  特 集 号 

 

ととした。（平成 24年 3月 26 日市会運営委員会決定） 

 ○ 資料をペーパーレス化（電子メールによる資料送付）することについては，できると

ころから取り組むこととした。（平成 24年 9月 21 日市会運営委員会決定） 

 ○ 平成24年11月定例会からホームページで代表質問の項目を前日中に事前公表するこ

ととした。（平成 24年 11 月 28 日市会運営委員会決定） 

 

2 議員提案による政策に係る条例の制定（京都市清酒の普及の促進に関する条

例の制定） 

議員による政策立案に関しては，第１次市会改革検討小委員会における検討の結果，政

策に係る条例の制定に関する議案提出前の手続を定める「政策に係る議員提出議案に関す

る申合せ」が行われ，その推進が図られてきた。 

この申合せにのっとった政策条例案として，京都市清酒の普及の促進に関する条例が議

員提案され，11 月 26 日の第 5回市会（定例会）本会議に上程された。 

経済総務委員会に付託された同条例については，同委員会における審査・表決の結果，

全会一致で修正可決すべきものと決定された。 

同条例については，12 月 26 日の最終本会議において，経済総務委員会の修正案及び当

該修正部分を除く原案がいずれも全会一致で可決され，議員提案による政策条例としては，

平成 22年に制定された京都市自転車安心安全条例に引き続き，可決・制定に至るものと

なった。 

 

3 議員報酬の削減 

    京都市会議員の議員報酬の額の特例に関する条例の一部改正 

平成 23 年度から実施している議員報酬の 10 パーセント削減措置を平成 24 年度も引き

続きの実施することとした。 

 

4 修正議決事件 

  平成 24 年度京都市一般会計補正予算 

  議員報酬の削減により生じた 7,900 万円を活用して，京町家・木造住宅の耐震改修に

係る支援事業の経費を更に 2,000 万円増額するとともに，通学路の安全対策に係る財源

の構成を行い，市債を 5,900 万円減額することとした。 

9 月 24 日の第 4回市会（定例会）の本会議において全会一致で修正可決した。 

 

5 主な諸規程の改正等 

 (1) 京都市会議員の議員報酬の額の特例に関する条例の一部改正 

 (2) 京都市会委員会条例の一部改正 

   委員会が参考人の出席を求めようとするときに，議長への事前通告を要しないことと

した。 
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(3) 京都市会会議規則の一部改正 
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第3 平成24年 市会本会議における議案審議件数一覧 

 

 

区 分 

 

 

 会 期 

議員提出議案 市長提出議案 

 
 

 
 

合 

計 

条 

例 

決 

議 

意
見
書 

そ
の
他 

小 

計 

条 

例 

予 
算 

決 

算 
そ
の
他 

小 

計 

第 1 回市会 

（定例会） 

 2/22 

～3/15 
3 13  16 43 30  31 104 120 

第 2 回市会 

（定例会） 

 5/16 

～5/30 
 11  11 8 4  15 27 38 

第 3 回市会 

（臨時会） 
8/2           

第 4 回市会 

（定例会） 

  9/27 

～10/31 
 10 2 12 19 2 22 12 55 67 

第 5 回市会 

（定例会） 

 11/25 

～12/12 
1 2  3 16 2  19 37 40 

合 計 4 36 2 42 86 38 22 77 223 265 

審議結果 

可決※1 2 29 2 33 86 37  75 198 231 

認定※2       22 2 24 24 

修 正 1   1  1   1 2 

継 続           

否 決 1 7  8      8 

撤 回           

注 原案に対する修正案が提出されたが否決され，原案が可決された場合は，原案のみ件

数に数えている（修正案は件数に含めていない。）。                       

※1 同意又は可と認める場合を含む。 

※2 承認を含む。                       
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